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住家被害調査員育成研修を開催します 

 

 県では、近年頻発化・激甚化する災害時に、十分な知識と技術をもって住家の被害調査に

従事できる調査員を育成するため、令和４年度に住家被害調査員育成制度を創設し、毎年度、

市町村職員等を対象に住家被害調査員育成研修を開催しています。 

 ついては、今年度も下記のとおり開催しますので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 開 催 日 令和７年７月１０日（木）、１１日（金）、１４日（月）、１５日（火）、  

１６日（水） 

 

２ 開催時間 各日１０時００分～１６時３０分 

 

３ 会 場 岐阜県防災交流センター１階大会議室（岐阜市下奈良３－１１－６） 

 

４ 参 加 者 各日３０名程度 

※市町村及び県職員並びに市町村が住家被害調査業務の応援を依頼する民間 

団体等の職員 

 

５ 内 容 被災を想定した家屋の模型を実際に見ながら、タブレット端末を活用し、住

家被害の調査方法や調査票の記入方法等の被害調査について学びます。 

 

６ そ の 他 研修終了時に、受講者へ修了証を交付します。 

＜住家被害調査員育成制度＞ 

十分な知識と技術をもって即時に被害調査に従事できる住家被害調査員を育成することによ

り、災害発生時の被害調査の迅速化と統一化を担保し、被災者支援制度の実施に必要となる罹

災証明書の交付の円滑化を図るため、令和４年度に創設。 

（１）県・市町村職員等に対し研修を開催し、必要な知識と技能を持った職員等を育成 

（２）研修受講者に対し修了証を発行し、住家被害調査員育成研修修了者名簿に登載 

（３）修了者名簿は、災害時の応援職員等派遣時に活用 


